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1. 労働時間 過重労働解消のために 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 

 
本年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プ

ラン」や「日本再興戦略2016」には、「長時間労働の是
正に向けた法規制の執行強化」が盛り込まれるなど、
長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっています。 

 
また、平成26年に施行された過労死等防止対策推進

法では、毎年11月を、「過労死等防止啓発月間」と定
めており、過労死等を防止することの重要性について
国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を
深めることを推進しています。 

 
今年度は、その一環として「過重労働解消キャンペ

ーン」が実施されますが、その取り組みの概要（平成
28年9月30日：厚生労働省発表）と、企業として考え
て行うべきことをお伝えいたします。 

 
◎過重労働解消キャンペーンの概要 
 
1. 実施期間 
平成28年11月１日（火）から11月30日（水） 
までの1ヵ月間 

 
2. 具体的な取り組み 
①労使の主体的な取り組みの促進 
キャンペーンの実施に先立ち、厚生労働省労働 
基準局長が、使用者団体や労働組合に対し、長 
時間労働削減に向けた取り組みに関する周知・ 
啓発などの実施について、厚生労働大臣名によ 
る協力要請を行い、労使の主体的な取り組みを 
促します。また、都道府県労働局においても同 
様の取り組みが行われます。 

 
②労働局長によるベストプラクティス企業への 
職場訪問 
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた 
積極的な取り組みを行っている企業を訪問し、 
取組事例を報道等により地域に紹介します。 

 
③重点監督の実施 
・監督の対象となる事業場等 

(1) 過重労働による過労死等に係る労災請求 
   が行われた事業場等 

(2) 労働基準監督署及びハローワークに寄せら 
れた相談等を端緒に、離職率が極端に高い 
など若者の「使い捨て」が疑われる企業等 
※必要に応じ夜間の立ち入りを実施。 
※(2)については、監督指導の結果、法違
反の是正が図られない場合は、是正が
認められるまでハローワークにおける
職業紹介の対象としない。 

 
・重点的に確認する事項 

(1) 時間外・休日労働が、「時間外・休日労働 
に関する協定届（いわゆる36協定）」の 
範囲内であるかについて確認し、法違反 
が認められた場合は是正指導。 

       (2) 賃金不払残業がないかについて確認し、 
法違反が認められた場合は是正指導。 

       (3) 不適切な労働時間管理については、労働 
           時間を適正に把握するよう指導。 
       (4) 長時間労働者については、医師による面 

接指導等、健康確保措置が確実に講じら 
れるよう指導。 
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2. 雇用保険 65歳以上の方の雇用保険適用拡大について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 現行の雇用保険の制度では、65歳以降に新たに雇用
された方は、雇用保険の適用対象から除外されていま
す。しかし、生涯現役社会の実現の観点から、雇用者
数、求職者数が増加傾向にある65歳以上の高年齢者の
雇用が一層推進されるよう、雇用保険法が一部改正さ
れました。これにより、平成29年1月1日以降、65歳
以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として
雇用保険の適用対象となります。 
以下、本改正の概要についてご案内します。 

 
1. 雇用保険の適用拡大について 
（所定労働時間が週に20時間以上であり31日以上
の雇用見込みがある、65歳以上の方を雇用した場
合の適用例） 

 
① 平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合 
⇒ 雇用した月の翌月10日までに雇用保険の手
続きをする必要があります。 

 
    
 

 
② 平成28年12月末までに雇用し、平成29年1月1
日以降も継続して雇用している場合 
⇒ 平成29年1月1日より高年齢被保険者とな
りますので、平成29年3月31日までに雇用
保険の手続きをする必要があります。 

 
 
 
 
 

 
 
   ③ 65歳前から引き続き雇用されている方の場合 
      ⇒ 自動的に高年齢被保険者となりますので、 

手続きは不要です。 
 
 
 
 
 

 

 
・書類送検 
 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検 
し、公表。 

 
◎過重労働解消のために事業主が行うべきこと 
 
  第一に「法令の遵守」です。残業代不払いの解消、適切
な労働時間管理や職場の安全配慮などが挙げられます。 
 
第二に「職場環境づくり」です。これまでの働き方

を改め、仕事と生活の調和のとれた働き方ができる職
場環境づくりを進めることが必要です。計画的な年次
有給休暇の付与など労働者が仕事にやりがいや充実
感を得ながら、しっかり休暇を取得できる職場環境・
業務体制の構築が不可欠です。 

 
第三に「健康づくり」です。働き過ぎによる健康障

害を防止するため、メンタルヘルス対策や生活習慣病 
の予防などの健康づくりなどへの取り組みも重要です。 
特に、ストレスチェック制度の実施義務が課されてい 

 
ない企業（従業員50名未満）においても、その実施
を視野に入れながら、心身共に健康でいられるように
対策を講じることも必要となります。 

 
本年10月7日には、過労死等防止対策推進法に基づ

く年次報告書である「過労死等防止対策白書」が閣議
決定され報道発表されました。 

 
また、9月から開催されている厚生労働省の「仕事

と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討
会」において、時間外・休日労働に関する協定（36
協定）における「特別条項」の規制のあり方を中心と
する見直しに着手するなどの動きも進められていま
す。国の過重労働防止対策は今後ますます進められて
いくことが想定される中で、企業における労働時間管
理はますます重要になっていくことでしょう。 

 
貴社におかれましても、今一度自社の労働時間を見

直してみると良いでしょう。 
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Q & A 
記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、１ページ目の『過重労働解消のために』に関連する豆
知識をお伝えします。 

 Q． 過労死等防止に関連する国の目標にはどのようなものがありますか。 
 

A． 以下のような目標があり、将来的に過労死ゼロを目指しています。 
 

 
目標 

◎ 週労働時間６０時間以上の労働者の割合を５％以下に 平成３２年まで 
◎ 年次有給休暇取得率を７０％以上に 平成３２年まで 
◎ メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を８０％以上に 平成２９年まで 
◎ 全ての都道府県でシンポジウムを開催するなど、全国で啓発活動が行われるようにする 概ね 3年を目途 
◎ 身体面、精神面の不調を生じた労働者誰もが必要に応じて相談することができる体制の整備 概ね 3年を目途   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 雇用保険の資格取得手続きについて 

前述のように、①「平成29年1月1日以降に新
たに雇用した65歳以上の方」のみではなく、②「平
成28年12月以前から継続して雇用している65歳
以上の労働者」についても適用条件に該当してい
れば、手続きが必要になります。手続き漏れを無
くし適正な届出を行うためには、対象者の確認と
チェックリスト等の作成などが考えられます。ま
た、制度とその趣旨を正しく認識してもらうため
に、今いる労働者や中途採用者への周知・啓発等を
行うことが望ましいと言えます。 

 
3. 雇用保険料の取り扱いについて 
     現行は、毎年4月1日時点で64歳に達している
方については、雇用保険料の免除対象となってい
ます。しかし、今回の改正により雇用保険料の徴
収免除が廃止され、64歳以上の方についても雇用
保険料の徴収が始まります。 

    
ただし、実際には経過措置として平成31年度ま

では免除となり、平成32年度から雇用保険料の徴
収が始まります。平成32年度から徴収が始まった
際には、給与計算時の雇用保険料の徴収（給与控
除）や、労働保険の年度更新の計算等を適正に行
うために、あらかじめ対象者を洗い出しておくことが
肝要です。 

 
 

 
 

 
4. 高年齢求職者給付金について 

高年齢被保険者として離職した場合、受給要件
を満たすと、高年齢求職者給付金が支給されま
す。これは年金と併給が可能となっています。な
お、給付金を受けるには、雇用保険に加入してい
た期間が通算して6ヵ月以上ある他、一定の要件
があります。 

 
5. 育児休業給付金、介護休業給付金ついて 
     平成29年1月1日以降に高年齢被保険者とし
て、育児休業や介護休業を新たに開始する場合
も、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給
付金の支給対象となります。 

 
 
総務省統計局によると、平成27年の高齢者（65歳以

上）の就業者数は、12年連続で増加し、過去最多の
730万人となっています。また、就業者総数に占める
高齢者の割合は、11.4％と過去最高となっており、
今後も増えていくものと推測されます。人口減少を
考慮すると高年齢者の活躍推進は企業の命題となっ
てくるでしょう。高年齢者雇用を実施し要件に該当
すれば、受給できる助成金もありますので、本改正
を機会として、高年齢者の活躍推進について考えて
みてはいかがでしょうか。 

 
 

■週労働時間 60時間以上の労働者の割合の推移 ■年次有給休暇の取得率の推移 

※資料出所：厚生労働省「就労条件総合調査」 ※資料出所：総務省「労働力調査」※資料は非農林業労働者数により作成。 
※平成 23 年は岩手県、宮城県及び福島県を除く。 
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3. 提  供 『経営に役立つビジネスリポート』を無料でご提供いたします！ 

弊所がお届けする“ビジネスリポート”は、経営に役立つ情報が満載です！ 
例えば「マネジメント関連」では経営戦略、企画・営業、広報、生産・物流、 
人事管理等の情報を、「ビジネス関連」では卸・小売、食品、製造、不動産、 
情報・通信等の各業界情報を、その他「ビジネス以外」では、生活分野、 
健康、環境、豆知識など、多岐にわたる経営情報を取り揃えております。 
以下の中からご興味があるテーマがございましたら、弊所あてにお電話 
いただくか下記フォームに必要事項をご記入のうえＦＡＸをお送りください。 
ご希望のリポートを“無料”にてお届けいたしますので、お気軽にお申し込みください。 

今月のおすすめビジネスリポート 
マネジメント関連 
リポート番号 タイトル 内容 

＃1268 
（全 5ページ） 

はじめての外国人雇用  
～行政書士からのアドバイス～ 

・外国人を雇用するために必要なこと 
・在留資格の確認と許可申請の手続き 
・外国人を雇用した後のために知っておきたいこと 

＃1271 
（全 6ページ） 

確定拠出年金(401k)は膨らむ退職給付債務の 
救世主となるか？ 

・マイナス金利で退職給付債務が膨らむメカニズム 
・注目される確定拠出年金 
・改正ポイント 1:企業年金の普及と拡大 
・改正ポイント 2:確定拠出年金の運用の改善       他 

＃1273 
（全 7ページ） 

次の注目人材となるか？ 
ニートの雇用を考える 

・「ニート」と呼ばれる人はどのくらいいるのか？ 
・若年無業者はどのような訓練を行っているのか？ 
・若年無業者はどのような職場で働いているのか？ 
・若年無業者の雇用は社会貢献につながるか？  

ビジネス関係 
リポート番号 タイトル 内容 

＃1284 
（全 7ページ） 

中小企業に効く「コンテンツマーケティング」 
・なぜコンテンツマーケティングが重要なのか？ 
・コンテンツマーケティングの 6ステップ 
・注目されるコンテンツはどうすれば作れるか    

＃1282 
（全 7ページ） 

季節イベントにちなんだ 
マーケティングの成功例 

・季節イベントを活用しよう！ 
・春(3～5月)のマーケティング事例 
・夏(6～8月)のマーケティング事例 
・秋(9～11月)のマーケティング事例          他 

 

お気軽にご用命ください TEL ＞＞＞ 022-292-2351 
FAX ＞＞＞ 022-292-2352 

 

貴社名  ご担当者様 
部署・所属 

所在地 〒 

E-mail  Tel  

ご希望のリポート番号  

※ご記入いただきました個人情報は、ビジネスリポートのご案内およびお届けすることを目的とし、それ以外では利用いたしません。 

 
 
お困りなことがございましたらお気軽に弊所までご相談ください。 


